
○
国
家
公
務
員
法
と
検
察
庁
法
の
対
応

｛
検
察
官
に
は
適
用
な
し
）

改
正
案

検
察
庁
法

現

行

第
六
十
条
の
二
任
命
権
者
は
、
国
刈
舗
一
（
新
設
）

時
勤
務
を
要
し
な
い
官
職
を
占
め
る

を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常

的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期

当
該
退
職
を
し
た
日
に
お
い
て
臨
時

律
の
規
定
に
よ
り
退
職
を
し
た
者
（

六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
に
こ
の
法

の
任
用
）

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

第
三
章

第
二
節

第
四
款

改
正
案

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

国
家
公
務
員
法

一一一

第
三
章

第
二
節
採
用
試
験
及
び
任

免

第
四
款
任
用

現

基
準
職
員
に
適
用
さ
れ
る

行
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定
に
よ
り
退
職
を
し
た
者
（
当
該
退

職
を
し
た
日
に
お
い
て
同
法
第
四
十

常
の
勤
務
時
間
が
、
常
時
勤
務
を
要

占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通

務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤

法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者

員
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
以
下
こ
の

十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規

職
員
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
以
下
こ

す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時

短
時
間
勤
務
の
官
職
（
当
該
官
職
を

」
と
い
う
。
）
を
、
人
事
院
規
則
で

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
自
衛
隊

と
い
う
。
）
又
は
年
齢
六
十
年
に
達

問
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占

め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、

四
条
の
六
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
隊

し
た
日
以
後
に
自
衛
隊
法
（
昭
和
二

め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常

い
て
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」

の
条
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お

－2－



職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務

当
日
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め

勤
務
の
官
職
に
係
る
定
年
退
職
日
相

官
職
をｌ

除
く
。

る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官

年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
こ
れ
ら

の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
年
齢
六
十
年

第
一
款
第
二
目
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

定
め
る
官
職
（
第
四
項
及
び
第
六
節

以
上
退
職
者
又
は
自
衛
隊
法
に
よ
る

法
人
の
官
職
と
し
て
人
事
院
規
則
で

官
職
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
行
政
執
行

の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
占
め
る

表
第
十
一
に
規
定
す
る
指
定
職
俸
給

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
別

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
一
般

お
い
て
脚
ｒ
》
）
に
採
用
す
る
こ
と

る
官
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
時
間
で
あ

以

l:=
ﾆ

ﾘ）

噸

及
び

第
三

崎
ノ 捗

り ：'

「
指
定
職
」
と
い
う
。
）
を

一ｰー一ー

－3－



’

③’ ②’
者
を
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
定
年
前
再

当
日
を
経
過
し
て
い
な
い
者
以
外
の

者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

、
、
Ｏ

↓退
職
者
又
は
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢

職
日
相
当
日
ま
で
と
す
る
。

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

条
第
二
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任

職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
二

勤
務
の
富
職
に
係
量
正
年
退
職
日
相

六
十
年
以
上
退
職
者
〃
う
ち
こ
れ
ら

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
過
し
た

年
退
職
日
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三

十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
定

の
任
期
は
、
採
用
の
日
か
ら
定
年
退

る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
八

山
脅
を
一
採
用
し
よ
う
と
一
す
る
短
時
間

任
命
権
者
は
、
年
齢
六
十
年
以
上

前
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

－4－



④
任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
を
、
指
定
職
又
は
指

定
職
以
外
の
常
時
勤
務
を
要
す
る
官

職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
”
う
ち
当
該

定
年
前
岬
紙
州
短
時
間
勤
務
職
員
を
一

昇
任
し
、
降
任
し
一
・
又
は
転
任
し
ｋ

う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係

る
崖
年
退
嘱
側
柚
当
側
を
一
経
過
し
ご

い
な
い
定
年
前
騨
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
以
外
の
職
員
を
噺
該
短
時
間
勤

務
の
官
職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又

は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
節
（
略
）

第
一
款
（
略
）

第
一
目
（
略
）

’
第
六
節
分
限
、
懲
戒
及
び

保
障

第
一
款
分
限

第
一
目
降
任
、
休
職

、
免
職
等

－－
＝
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第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各

第
二
十
五
条

が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。

一
人
を
置
き

へ

略
一

１
１
’
’

’

一
級
の
検
事
（
年
齢

第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各

第
二
十
五
条
検
察
官
は
、
前
三
条
の

よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職
務
を
停

止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る

場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反

こ
れ
に

こ
と
は
な
い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に

一
人
を
置
き

ｉ
Ｉ
１
１

１

一
級
の
検
事
を
以
て

第
八
十
一
条
の
二

②
職
員
は
、
こ
の
法
律
又
は
人
事
院

第
七
十
五
条
職
員
は
、
法
律
又
は
人

’
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
第
一
項

理
監
督
職
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与

規
則
で
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と

職
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

き
は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て

事
院
規
則
で
定
め
る
事
由
に
よ
る
場

る
降
任
等
）

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ

（
身
分
保
障
）

降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ

’
第
二
目
管
理
監
督
職

任
命
権
者
は
、
管

’
齢
に
よ
る
降

勤
務
上
限
年

任
等

又
は
免

②
職
員
は
、

第
七
十
五
条
職
員
は
、
法
律
又
は
人

（
新
設
）

（
新
設
） ’

規
則
の
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と

き
は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

職
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て

事
院
規
則
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場

、
降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、
又
は
免

（
身
分
保
障
）

人
事
院

－－－－－－－－
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）
を
も
っ
て
充
て
る
。

②
（
略
）

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事

及
び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁

に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検

②’ 第
を
除
く
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。

②
（
略
）

事
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者

に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す

つ
（
〕
０

齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

一
十
二
条
（
略
）

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢

②
（
略
）

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事

及
び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁

に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検

②
（
略
）

第
二
十
二
条
（
略
）

（
新
設
）

事
を
以
て
こ
れ
に

充
て
る
。

充
て
る
。

｜
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
ま
で
の
間

占
め
る
官
職
そ
の
他
の
そ
の
職
務
と

療
所
そ
の
他
の
風
”
部
局
又
は
機
関

官
職
の
う
ち
、
病
院
、
療
養
所
、
診

責
任
に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠

職
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官

員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ

職
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の

が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官

る
官
職
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め

る
官
職
並
び
に
指
定
職
（
こ
れ
ら
の

に
規
定
す
る
官
職
及
び
こ
れ
に
準
ず

り
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と

に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
が

達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
に

当
該
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に

理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
て

お
い
て
同
じ
。
）
を
占
め
る
職
員
で

そ
の
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
管

目
及
び
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
に

を
い
う
〃
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同

い
る
職
員
に
つ
い
て
、
異
動
期
間
《

ワ

ーj一



員
を
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
引

’②
前
項
の
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

督
職
以
外
の
官
職
又
は
管
理
監
督
職

勤
務
上
限
年
齢
が
当
該
職
員
の
年
齢

転
任
を
し
た
場
合
又
は
第
八
十
一
条

規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
つ
い
て
他

転
任
に
限
る
。
何
項
に
お
い
て
同
ｒ
’

官
職
を
「
他
の
官
職
」
と
い
う
。
）

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

を
超
え
る
管
理
監
督
職
（
以
下
こ
の

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場

填
庭
お
い
て
卿
噂
。
）
に
、
管
理
監

長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
／
以
下
こ
－
鋤

の
官
職
へ
の
昇
任
、
降
任
若
し
く
は

じ
。
）
（
露
八
十
｜
粂
伽
燕
舗

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職

か
ら
第
四
項
糞
で
の
規
曜
に
よ
り
錘

へ
の
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴
う

）
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

異
動
期
間
に
、
こ
の
法
律
の
他
の 噸

－8－



’

二’

’
る
年
齢
と
す
る
。

１
１

務
上
限
年
齢
は
、
当
該
各
号
に
定
め

｝
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
管
理
監
督

齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。
た
だ‐

職
を
占
め
る
職
員
の
管
理
監
督
職
勤ｌ

｜
凰
家
行
政
組
織
法
第
卜
八
条
篇

規
則
で
定
め
る
年
齢

監
督
職

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
管
理

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院

当
と
認
め
ら
れ
る
管
理
監
督
職
と

十
年
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

ほ
か
、
そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊

監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
を
年
齢
六

ち
人
事
院
規
則
で
定
め
る
管
理
監

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

I
性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充

督
職
年
齢
六
十
二
年

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
管
理

こ
れ
に
準
ず
る
管
理
監
督
職
の
列

‘
前
号
に
掲
げ
る
管
理
監
督
職
の

唄
に
規
定
す
る
事
務
次
官
及
び

’
六
十
年
を
超
え
六
十
四

－9－



②’ 第
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
十
条
（
略
）

次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
任
命
す

前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
任

年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は

第
二
十
条
（
略
）

（
新
設
）

口
第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
掬
一
（
新
設
）

③’
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他

以
後
、
当
該
管
理
監
督
職
に
採
用
し

〆
唾

た
場
合
に
お
け
る
異
動
期
間
の
末
日

理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し

の
官
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
）

し
て
い
る
者
を
、
そ
の
者
が
当
該
管

規
則
で
定
め
る
。

等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院

官
職
へ
の
降
任
又
は
転
任
（
以
下

の
翌
日
（
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
を

る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達

事
項
そ
の
他
の
他
の
官
職
へ
の
降
任

権
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
に
関
す
る

慨
し
よ
う
と
す
る
管
理
監
督
職
に
係

燗
し
、
鼎
催
し
、
降
任
し
、
又
は
鱸

い
う
。
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
任
命

い
て
「
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
」
と

”
側
及
び
第
八
卜
九
条
第
↓
噴
煙
識

（
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
）

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
他
のＩ

宮

÷

’

－ 10－



（
検
察
官
に
は
適
用
な
し
一

一
検
察
官
に
は
適
用
な
し
｝

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ

る
降
任
等
及
び
管
理
監
督
職
へ
の
任

用
の
制
限
の
特
例
）

第
八
十
一
条
の
五
任
命
権
者
は
、
他

の
官
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
管
理

監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
蝿

麓
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
次
条
第

一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
（
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
定

（
適
用
除
外
）

第
八
十
一
条
の
四
前
二
条
の
規
定
は

、
臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ

り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員

に
は
適
用
し
な
い
。

ｊ

０

ｌ

Ｉ

ｌ

、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
設
）

（
一
執
設
）

－ 11 －



二’ 一’ め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

’
生
式
」
プ
（
》
０

。
）
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、

引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め

末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で

員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
異
動
期
間
の

年
退
職
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
職

る
職
員
に
、
当
該
管
理
監
督
職
を
占

の
期
間
内
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

職
員
の
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に

職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
、
当
該
管

勘
案
し
て
、
当
該
職
員
の
他
の
官

特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該

ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則

が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と

と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営

よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障

に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め

理
監
督
職
の
欠
員
の
補
充
が
困
難

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

当
該
職
員
の
職
務
の
特
殊
性
を

当
該
職
員
の
職
務
の
遂
行
上
の

－ 12－



’

②’

’
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で

員
が
占
め
る
管
理
溌
督
職
に
係
る
異

き
る
。
た
だ
し
、
更
に
延
長
さ
れ
る

’
あ
っ
て
は
、
延
長
さ
‘
狐
ｆ
当
該
異
動

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
“
０
１
０
日
Ⅱ
Ⅱ
ａ
ｑ
ｄ
８
０
■
Ｕ
ｐ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
９
１
Ｊ
Ⅱ
Ⅱ
８
画

当
該
異
動
期
間
の
末
日
は
、
淵
該
職

期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職

一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期

て
同
じ
。
）
でで

日
ま
で
の
期
間
内
。
第
四
項
に
お
い

間
内
に
定
年
退
職
日
が
あ
る
職
員
に

期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

認 各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ

職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間

る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承

”
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を

含
む
〆
》
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督

を
得
て
、
延
長
さ
れ
た
淵
該
異
動

任
命
権
者
は
、
前
項
又
は
こ
の
項

で
定
め
る
事
由

て

延
長
誉
一
れ
た
当
該
異

爵

I

’

一心

＝

＝

れ
云

叱'

’

- 13-



③’
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

１
０

督
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営

、
当
該
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す

員
の
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り

特
別
の
事
情
が
あ
る
管
理
監
督
職
と

が
で
き
な
い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の

ら
の
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と

す
る
複
数
の
管
理
監
督
職
（
指
定
職

職
群
（
職
務
の
内
容
が
相
互
に
類
似

を
占
め
る
職
員
に
つ
い
で

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
管
理
監

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ

る
管
理
監
督
職
の
欠
員
の
補
充
が
困

て
同
じ
。
）
に
属
す
る
管
理
監
督
職

で
き
る
場
合
を
除
き
、
他
の
官
職
へ

の
降
任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に

当
該
職

－ 14－



’

｜
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら

④’
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

督
職
に
降
任
し
、
若
し
く
は
転
任
す

理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て

第
二
項

期
間
を
含
む
が
延
長
さ
れ
た
管

特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監

’
職
員
を
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す
る

る
こ
と
が
で
き
る
。

め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該

内
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
、
、
引

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間

め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
湖
該
職
員
が
占
め
る
管
蝿
隣
督
職

れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定

二
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
畜
一
加
表

き
続
き
当
該
管
理
監
督
幟
を
一
占
め
て

に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か

術
い
る
職
員
に
当
該
管
理
監
督
職
を
占

任
命
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は

〈
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
Ｉ

- 15-



⑤’
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

降
任
又
は
転
任
に
関
し
必
要
な
事
項

延
長
及
び
当
該
延
長
に
係
る
職
員
の

１

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
倉
む
”
）
の

ｌ
ｌ

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
異
動
期
間
↑

第
ゞ
榎
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
ｋ

に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

司
趨
周
剴
川
洲
剖
調
劉
訓
馴
間
剖
司

起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内

事
院
の
承
認
を
得
て
、

’
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
引

’
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人

当
診
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら

項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間

れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に

さ
れ
た
期
間
を
含
遭
》
が
延
長
さ

く
O

、一

、 ’
槙
又
は
こ
の
項
の
蝿
應
に
よ
り
延
侭

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除

延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
引
司
詞
口

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

又
は
前
項
若
し
く
は
こ
の

延
長
さ
れ
た ‘’

－ 16－
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’

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が

六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

’
②
（
略
）

退
官
す
る
。

Ｉ

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が

六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、

そ
の
他

し
た
時
に
退
官
す
る
。

（
新
設
）

１
１

第
三
目
定
年
に
よ
る

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

’
退
職
等

第
八
十
一
条
の
六
職
員
は
、
法
律
に

別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、

定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達

し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月

三
十
一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
任
命
権
者
若
し
く
は
法

律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ

か
早
い
日

（
次
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
「
定
年
退
職
日
」
と
い

ｰ

フ
0

）
に
退
職
す
る
。

’
第
二
目
定
年

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

第
八
十
一
条
の
二
職
員
は
、
法
律
に

別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、

定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達

し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月

三
十
一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
任
命
権
者
若
し
く
は
法

律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ

か
早
い
日
（

ｰ

フ
0

以
下「

定
年
退
職
日
」
と
い

）
に
退
職
す
る
。



③
（
略
）

で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
と
す

Ｉ
ラ
（
》
○
を
超
え
七
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

定
め
る
職
員
の
定
年
は
、
六
十
五
年

職
を
占
め
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
そ

の
他
の
職
員
と
し
て
人
事
院
規
則
で

③
前
二
項
の
規
定
は
、
臨
時
的
職
員

そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め

て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤
務

を
要
し
な
い
官
職
を
占
め
る
職
員
に

は
適
用
し
な
い
。

三’ 二’

Ｉ
る
も
の

院
規
則
で
定
め
る
年
齢

齢
六
十
年
と
す
る
こ
と
が
著
し
く

難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
定
年
を
年

ｌもの五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事

め
る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め

あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困

、
そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官
職
を
占

務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師

齢
六
十
五
年

び
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に
従
事
す

る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か

庁
舎
の
監
視
そ
の
他
の
庁
務
及

年
齢
六
十
三
年

六
十
年
を
超
え
、
六
十 年’

- 18-



一
検
察
官
に
は
適
用
な
し
】

一
検
察
官
に
は
適
用
な
し
一

｜
遮
長
さ
れ
た
期
間
を
念
む
／
一
を
延

第
八
十
一
条
の
七
任
命
権
者
は
、
定

年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な

る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員

に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

期
限
を
定
め
、
当
該
職
員
を
当
該
定

由
が
あ
る
と
認
め
る

年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
る

職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
引

き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
第
八
十
一
条
の
五
第
一
一
き
る
。

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

異
動
期
間

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

｛
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

と
き
は
、
同
項’

第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
定

年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る

務
の
特
殊
性
又
は
そ
の
職
員
の
職
務

十
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
員

に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

期
限
を
定
め
、
そ
の
職
員
を
当
該

そ
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職

引
き
続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で

の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
か
ら
み
て

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め

- 19-



二’ て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

。

一’ 動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の

と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が

定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を

き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事

占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異

延
長
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
定
年
退
職

日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
を
占
め
て

職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職

生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し

案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ

職
す
べ
き
こ
と
ル
テ
な
る
職
員
の
職

り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘

勺
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
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②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

は’ ｌ
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て

き
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
人
事
院
の
承
認

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該

職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た

｢

監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
『

を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続

規
則
で
定
め
る
事
由

認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院

運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と

困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の

が
占
め
る
官
職
の
欠
員
の
補
充
が

職
員
の
退
職
に
よ
り
、
当
該
職
員

務
の
特
殊
性
を
勘
案
し
て
、
当
該

当
該
職
員
が
占
め
て
沙
る
管
理

②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

｜ を
得
て
、

｜
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
そ
の

職
員
に
係
る
定
年
退
職
日

由
が
あ
る
と
き
は
、

前
項
の
事
由

き
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
十
分
な
理

人
事
院
の
承
認

が
引
き
続

－21 －
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一
検
察
官
に
は
適
用
な
し
》

’③

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定

ｌ
め
る
。

（
新
設
）



｜
’
’

〕
ヲ
－
、
、
〒
０
旧
咽

垂’ 0

ら
な
い
。

外
の
一
争
曜

7） 0

一

い
0

串
院
法
印

汁
冗
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手
歴

7） 0
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③

へ

略
…

’

②
職
員
が
前
項
に
規
定
す
る
著
し
く

’
不
利
益
な
処
分
を
受
け
た
と

思
料
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
説
明

書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
○

③
第
一
項
の
説
明
書
に
は
、
当
該
処

分
に
つ
き
、
人
事
院
に
対
し
て
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

間
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 ’

②
職
員
が
前
項
に
規
定
す
る
い
ち
じ

’
る
し
く
不
利
益
な
処
分
を
受
け
た
と

思
料
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
説
明

書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
○



第
三
条

②’ （
参
照
一

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六

十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検

官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ

い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の

と
す
る
。

察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ

和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

齢が六十三年に達した日の翌日六十五年に達した時に、その他

お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

と
す
″
る
。

る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が

が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢

附
令
和
山
年
四
月
一
日
か
ら
令
一
（
新
設
）

| 則
’

官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い

て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の

と
す
る
。附

則

51
か 四令
ら月和
/▲、 子-成
丁。 ノ、｜

和 日年’

亀’
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄

条
第
二
項
中
「
、
年
齢
六
十
五
年
」

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

中
「
七
十
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ

し
、
当
該
特
例
は
、
第
一

条
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄

け
る
前
項
に
規
定
す
る
職
員
に
対
す

に
掲
げ
る
字
句
と
、
同
項
た
だ
し
書

に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同

る
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規
定

を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規

曇
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
卜

、
六
十
一

年
を
超
え

六
十
五
年

ｊ
、
そ
の
特
例
は
、
こ
の
法
律
第
一

条
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し

－24－



’
る
○
に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す

菫| 罠 雲| 罠華｜ 管
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｜
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で

第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
｜
（
新
設
）

該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定

〆△、
丁。

和
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す

’
定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務

定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、
当
該

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第

員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が

準
則
で
定
め
る
期
間
）
に
お
い
て
、

検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当

検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が

る
定
年
の
引
上
げ
に
伴
う
当
分
の
間

認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官

に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確

る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度
に

の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

の
措
置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官

《
年
法
律
第

雁．

万
、一

に

よ

’
第
九
条
任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、
｜
（
新
設
）

一
め
る
年
齢

あ
っ
て
は
同
号
に
定
め
る
年
齢
と
し

の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に

則
で
定
め
る
職
員
及
び
同
項
第
三
号 Ｉ

職
を
占
め
る
職
員
並
び
に
令
和
二
年

に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
と

う
ち
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
そ

国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
一
条
の

職
員
及
び
常
時
勤
務
を
要
し
な
い
官

職
員
（
臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律

に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
の

に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
院
規

の
他
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
を

に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る

同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相

）
が
年
齢
六
十
年
（
同
項
第
二
号

－26－



定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十

額
を
引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特

場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官

例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月

が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
か
ら

よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の

措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢

額
と
す
る
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例

を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た

五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当

と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同

に
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た

と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お

要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る

六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用

二
号
）
附
則
第
卜
ゞ
項
か
ら
第
卜
五

に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必

日
に
定
年
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の

②

該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定

す
る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度

定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
同
号
に
定

当
す
る
職
員
の
う
ち
人
事
院
規
則
で

期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対

あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る

認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
と

め
る
年
齢
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に

す
る
法
律
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
六

伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
講
じ

等
改
正
法
に
よ
る
定
年
の
引
上
げ
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
達
す
る
日
の
属

額
を
引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
年

ら
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に

月
一
日
以
後
の
当
該
職
員
の
俸
給
月

し
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確

に
職
員
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当

に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四

に
よ
り
、
令
和
二
年
国
家
公
務
員
法

I
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努
め
る
も
の
と
す
る
。

け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う

’ 内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供

を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日

与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の

職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他

場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す
る
退

第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

当
該
職
員
が
当
該
退
職
を
し
た
日
に

合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額
を

違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た
場

る
0

よ
り
退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た

年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年

る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給

項
ま
で
の
規
定
に
よ

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十

例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思

の
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
す

に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非

二
号
）
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
五 ’

’
ｌる
当
該
職
員
が
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